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東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 前後比較表 

本文 変更前 本文 変更後 備考 

五 発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備 

 

 ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

 

  (3) 固体廃棄物の廃棄設備 

  (ⅰ) 構  造 

     固体廃棄物の廃棄設備（固体廃棄物処理系）は，廃棄物の種類に応じて処理又は

貯蔵保管するため，濃縮廃液貯蔵タンク，使用済粉末樹脂貯蔵タンク，使用済樹脂

貯蔵タンク，クラッドスラリタンク，廃液スラッジ貯蔵タンク，床ドレンスラッジ

貯蔵タンク，減容固化設備，減容固化体貯蔵室，セメント混練固化装置（東海発電

所及び東海第二発電所共用，既設），減容装置，雑固体廃棄物焼却設備（東海発電所

及び東海第二発電所共用，既設），雑固体減容処理設備（東海発電所及び東海第二発

電所共用，既設），サイトバンカプール，固体廃棄物貯蔵庫（東海発電所及び東海第

二発電所共用，既設），給水加熱器保管庫，固体廃棄物作業建屋（東海発電所及び東

海第二発電所共用，既設）等で構成する。 

     濃縮廃液は，濃縮廃液貯蔵タンクで放射能を減衰させた後，減容固化設備で乾燥・

造粒固化後，容器に詰めて減容固化体貯蔵室に貯蔵するか，貯蔵した後，セメント

混練固化装置でドラム缶内に固化材（セメント）と混練して固化し貯蔵保管する。 

     フィルタ脱塩器から発生する使用済樹脂は使用済粉末樹脂貯蔵タンクに，また，

非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジはクラッドスラリタンクに貯蔵する。 

     脱塩装置から発生する使用済樹脂及び助材型ろ過装置から発生する廃スラッジ

は，使用済樹脂貯蔵タンク，廃液スラッジ貯蔵タンク若しくは床ドレンスラッジ貯

蔵タンクに貯蔵するか又は貯蔵し放射能を減衰させた後，雑固体廃棄物焼却設備で

焼却する。焼却灰は不燃性雑固体廃棄物として処理する。 

     可燃性雑固体廃棄物は，ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか又は雑固体廃棄物焼

却設備で焼却し，焼却灰は不燃性雑固体廃棄物として処理する。 

     不燃性雑固体廃棄物は，圧縮可能なものは減容装置で圧縮減容し，必要に応じて

雑固体減容処理設備で溶融・焼却した後，ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか又は

固型化材（モルタル）を充填してドラム缶内に固型化し貯蔵保管する。 

 

     第６給水加熱器の取替えに伴い取り外した第６給水加熱器 3 基等は，所要の遮蔽

設計を行った発電所内の給水加熱器保管庫に貯蔵保管した後，不燃性雑固体廃棄物

として処理する。 

     使用済制御棒等の放射化された機器は，使用済燃料プールに貯蔵した後，固体廃

棄物移送容器に収納しサイトバンカプールに移送し貯蔵保管する。 

五 発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備 

 

 ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

 

  (3) 固体廃棄物の廃棄設備 

  (ⅰ) 構  造 

     固体廃棄物の廃棄設備（固体廃棄物処理系）は，廃棄物の種類に応じて処理又は

貯蔵保管するため，濃縮廃液貯蔵タンク，使用済粉末樹脂貯蔵タンク，使用済樹脂

貯蔵タンク，クラッドスラリタンク，廃液スラッジ貯蔵タンク，床ドレンスラッジ

貯蔵タンク，減容固化設備，減容固化体貯蔵室，セメント混練固化装置（東海発電

所及び東海第二発電所共用，既設），減容装置，雑固体廃棄物焼却設備（東海発電所

及び東海第二発電所共用，既設），雑固体減容処理設備（東海発電所及び東海第二発

電所共用，既設），サイトバンカプール，固体廃棄物貯蔵庫（東海発電所及び東海第

二発電所共用，既設），給水加熱器保管庫，固体廃棄物作業建屋（東海発電所及び東

海第二発電所共用，既設），圧縮減容装置等で構成する。 

     濃縮廃液は，濃縮廃液貯蔵タンクで放射能を減衰させた後，減容固化設備で乾燥・

造粒固化後，容器に詰めて減容固化体貯蔵室に貯蔵するか，貯蔵した後，セメント

混練固化装置でドラム缶内に固化材（セメント）と混練して固化し貯蔵保管する。

     フィルタ脱塩器から発生する使用済樹脂は使用済粉末樹脂貯蔵タンクに，また，

非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジはクラッドスラリタンクに貯蔵する。 

     脱塩装置から発生する使用済樹脂及び助材型ろ過装置から発生する廃スラッジ

は，使用済樹脂貯蔵タンク，廃液スラッジ貯蔵タンク若しくは床ドレンスラッジ貯

蔵タンクに貯蔵するか又は貯蔵し放射能を減衰させた後，雑固体廃棄物焼却設備で

焼却する。焼却灰は不燃性雑固体廃棄物として処理する。 

     可燃性雑固体廃棄物は，ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか又は雑固体廃棄物焼

却設備で焼却し，焼却灰は不燃性雑固体廃棄物として処理する。 

     不燃性雑固体廃棄物は，圧縮可能なものは減容装置又は圧縮減容装置で圧縮減容

し，必要に応じて雑固体減容処理設備で溶融・焼却した後，ドラム缶等に詰めて貯

蔵保管するか又は固型化材（モルタル）を充填してドラム缶内に固型化し貯蔵保管

する。 

     第６給水加熱器の取替えに伴い取り外した第６給水加熱器 3 基等は，所要の遮蔽

設計を行った発電所内の給水加熱器保管庫に貯蔵保管した後，不燃性雑固体廃棄物

として処理する。 

     使用済制御棒等の放射化された機器は，使用済燃料プールに貯蔵した後，固体廃

棄物移送容器に収納しサイトバンカプールに移送し貯蔵保管する。 
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－2－ 

東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 前後比較表 

本文 変更前 本文 変更後 備考 

     固体廃棄物作業建屋の仕分け・切断作業エリアでは，不燃性雑固体廃棄物及び給

水加熱器保管庫に貯蔵保管した第６給水加熱器等の仕分け，切断を行う。また，機

器・予備品エリアでは，資機材の保管を行う。 

     雑固体廃棄物焼却設備及び雑固体減容処理設備からの排ガスは，フィルタを通し

放射性物質濃度を監視しつつ排気筒等から放出する。 

     固体廃棄物処理系は，廃棄物の破砕，圧縮，焼却，溶融・焼却，固化等の処理過

程における放射性物質の散逸等を防止する設計とする。 

     上記濃縮廃液等を詰めたドラム缶等は，所要の遮蔽設計を行った発電所内の固体

廃棄物貯蔵庫又は固体廃棄物作業建屋の廃棄体搬出作業エリアに貯蔵保管する。ま

た，必要に応じて，固体廃棄物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。ただし，廃棄

体搬出作業エリアには，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管したドラム缶を含めて，固体

廃棄物を詰めたドラム缶を，廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄するための検査及び搬出

までの間に限り，貯蔵保管する。 

     なお，セメント混練固化装置，雑固体廃棄物焼却設備，雑固体減容処理設備，

固体廃棄物貯蔵庫及び固体廃棄物作業建屋は東海発電所と共用する。 

 

     固体廃棄物作業建屋の仕分け・切断作業エリアでは，不燃性雑固体廃棄物及び給

水加熱器保管庫に貯蔵保管した第６給水加熱器等の仕分け，切断及び圧縮を行う。

また，機器・予備品エリアでは，資機材の保管を行う。 

     雑固体廃棄物焼却設備及び雑固体減容処理設備からの排ガスは，フィルタを通し

放射性物質濃度を監視しつつ排気筒等から放出する。 

     固体廃棄物処理系は，廃棄物の破砕，圧縮，焼却，溶融・焼却，固化等の処理過

程における放射性物質の散逸等を防止する設計とする。 

     上記濃縮廃液等を詰めたドラム缶等は，所要の遮蔽設計を行った発電所内の固体

廃棄物貯蔵庫又は固体廃棄物作業建屋の廃棄体搬出作業エリアに貯蔵保管する。ま

た，必要に応じて，固体廃棄物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。ただし，廃棄

体搬出作業エリアには，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管したドラム缶を含めて，固体

廃棄物を詰めたドラム缶を，廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄するための検査及び搬出

までの間に限り，貯蔵保管する。 

     なお，セメント混練固化装置，雑固体廃棄物焼却設備，雑固体減容処理設備，

固体廃棄物貯蔵庫及び固体廃棄物作業建屋は東海発電所と共用する。 
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注）下線は，変更箇所を示すものである。下線は，変更内容に含まない。       
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東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 前後比較表 

本文 変更前 本文 変更後 備考 

工 事 計 画 
 

 

 

 

 

工事計画の

追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度

項　目   　　 月

　圧縮減容装置の
　設置

1 2 3 4

2021 2022

11 125 6 7 8 9 10

工事の開始

▽

工事の終了

▽



注）下線は，変更箇所を示すものである。下線は，変更内容に含まない。       
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東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 前後比較表 

添付書類三 変更前 添付書類三 変更後 備考 

 1. 変更の工事に要する資金の額 

本変更に係る圧縮減容装置設置工事に要する資金は，合計約 1 億円である。 

 

2. 変更の工事に要する資金の調達計画 

自己資金により工事資金を安定的に確保していく。 

 

資金計画の

追記 

 

 



注）下線は，変更箇所を示すものである。下線は，変更内容に含まない。       
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東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 前後比較表 

添付書類八 変更前 添付書類八 変更後 備考 
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東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 前後比較表 

添付書類八 変更前 添付書類八 変更後 備考 
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東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 前後比較表 

添付書類八 変更前 添付書類八 変更後 備考 
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東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 前後比較表 

添付書類八 変更前 添付書類八 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮減容装

置の導入に

伴う変更 
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東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 前後比較表 

添付書類八 変更前 添付書類八 変更後 備考 
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東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 前後比較表 

添付書類八 変更前 添付書類八 変更後 備考 

1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

1.9.9.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合 

 

第三条 設計基準対象施設の地盤 

 

設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力（設計基準対象施設の

うち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線に

よる公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）及び兼用キ

ャスクにあっては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。）が作用した

場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設けなけれ

ばならない。ただし、兼用キャスクにあっては、地盤により十分に支持されなくてもそ

の安全機能が損なわれない方法により設けることができるときは、この限りでない。 

 

適合のための設計方針 

圧縮減容装置は，耐震重要度分類Ｃクラスに応じて算定する地震力が作用した場合におい

ても，設置圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置された固体廃棄物作業建屋内に設置

する。 

 

第四条 地震による損傷の防止 

 

１ 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全

機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければなら

ない。 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

圧縮減容装置は，耐震重要度分類Ｃクラスに分類し，それに応じた地震力に対しておおむ

ね弾性範囲の設計を行う。 
 

第八条 火災による損傷の防止 

 
設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、火

災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感

知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属するも

圧縮減容装

置の設計方

針の追記 
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東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 前後比較表 

添付書類八 変更前 添付書類八 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。 

 
適合のための設計方針 

圧縮減容装置は，火災により発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう，火災発生防

止，火災感知及び消火並びに火災の影響軽減の措置を講じるものとする。 

(1) 火災発生防止 

圧縮減容装置は，不燃性又は難燃性材料と同等以上の性能を有するものである場合若し

くは他の安全機能の有する構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止する

ための措置が講じられている場合を除き，不燃性又は難燃性材料を使用した設計とする。

電気系統については，必要に応じて，過電流継電器等の保護装置と遮断器の組合せ等に

より，過電流による過熱，焼損の防止を図るとともに，必要な電気設備に設置を施す。 

(2) 火災の検知及び消火 

圧縮減容装置は，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器及び消火設備を設けた，固

体廃棄物作業建屋内に設置する設計とする。 

(3) 火災の影響軽減 

圧縮減容装置を設置する固体廃棄物作業建屋内は，放射性廃棄物の貯蔵機能を有する構

築物，系統及び機器を設置する耐火壁に囲まれた火災区域であり，他の火災区域と隣接し

ない。 

 

第十条 誤操作の防止 

 

１ 設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならな

い。 

２ 安全施設は、容易に操作することができるものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

圧縮減容装置は，作業員の誤操作を防止するため，盤の配置，操作器具等の操作性に留

意するとともに，状態表示及び警報表示により圧縮減容装置の状態が正確，かつ迅速に把

握できる設計とする。また，保守点検において誤りが生じにくいよう留意した設計とする。

 

第２項について 

圧縮減容装置に対して色分け等の識別管理や，操作性を考慮した設備等の配置を行い，

作業員の誤操作を防止するとともに容易に操作ができる設計とする。 

 

 

圧縮減容装

置の設計方

針の追記 
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第十二条 安全施設 

 
１ 安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたものでなけれ

ばならない。 

３ 安全施設は、設計基準事故及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環

境条件において、その機能を発揮することができるものでなければならない。 

 
適合のための設計方針 
第１項について 

圧縮減容装置は，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」

に基づき，それが果たす安全機能の性質に応じて分類し，十分高い信頼性を確保し，かつ，

維持し得る設計とする。 

 
第３項について 

圧縮減容装置の設計条件を設定するに当たっては，材料疲労，劣化等に対しても十分な

余裕をもって機能維持が可能となるよう，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設

計基準事故時に想定される圧力，温度，湿度，放射線量等各種の環境条件を考慮し，十分

安全側の条件を与えることにより，これらの条件下においても期待されている安全機能を

発揮できる設計とする。 
 

第二十七条 放射性廃棄物の処理施設 
 

  工場等には、次に掲げるところにより、通常運転時において放射性廃棄物（実用炉

規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。以下同じ。）を処理する施

設（安全施設に係るものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならな

い。 

 三 固体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては、放射性廃棄物を処理する過

程において放射性物質が散逸し難いものとすること。 

 

適合のための設計方針 

第１項第３号について 

圧縮減容装置は，換気設備が設置された固体廃棄物作業建屋内に設置することにより，

空気中の放射性物質の低減を行うことで，放射性物質が散逸し難い設計とする。 

 

 

 

圧縮減容装

置の設計方

針の追記 
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第三十条 放射線からの放射線業務従事者の防護 

 
１ 設計基準対象施設は、外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場合には、

次に掲げるものでなければならない。 

 一 放射線業務従事者（実用炉規則第二条第二項第七号に規定する放射線業務従事者

をいう。以下同じ。）が業務に従事する場所における放射線量を低減できるものと

すること。 
 二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、迅

速な対応をするために必要な操作ができるものとすること。 
２ 工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護するため、放射線管理施設を設け

なければならない。 

 
適合のための設計方針 
第１項及び第２項について 

圧縮減容装置は，放射線業務従事者の被ばくを低く抑える設計とし，補助遮蔽及び換気系

が設置された固体廃棄物作業建屋内に設置する設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

圧縮減容装

置の設計方

針の追記 
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添付書類八 変更前 添付書類八 変更後 備考 

7． 放射性廃棄物の廃棄施設 

7.3 固体廃棄物処理系 

7.3.2 設計方針 

(7) 固体廃棄物作業建屋（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設）の仕分け・切断作業

エリアでは，不燃性雑固体廃棄物及び給水加熱器保管庫に貯蔵保管した第６給水加熱器

等の仕分け，切断を行う。また，機器・予備品エリアでは，資機材の保管を行う。 

 

7.3.3 主要設備 

(4) 雑固体廃棄物の処理 

   雑固体廃棄物の処理を行う設備は，雑固体廃棄物焼却設備，減容装置及び雑固体減容

処理設備（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設）である。 

   可燃性雑固体廃棄物は，ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか又は雑固体廃棄物焼却設

備で焼却し，焼却灰は不燃性雑固体廃棄物として処理する。雑固体廃棄物焼却設備の排

ガスは，セラミックフィルタ及び高性能粒子フィルタを通し（除染係数 10５以上）（１）廃

棄物処理建屋排気口（地上高約 50m）から放射性物質濃度を監視しつつ放出する。不燃

性雑固体廃棄物は，仕分けし，圧縮可能なものは圧縮減容し，必要に応じて雑固体減容

処理設備で溶融・焼却した後，ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか又は固型化材（モル

タル）を充填してドラム缶内に固型化し貯蔵保管する。雑固体減容処理設備の排ガスは

セラミックフィルタ及び高性能粒子フィルタを通し（除染係数 10７以上）（２）（３）排気筒か

ら放射性物質濃度を監視しつつ放出する。 

 

(7) 固体廃棄物作業建屋（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設）での不燃性雑固体廃

棄物の処理等 

   仕分け・切断作業エリアでは，不燃性雑固体廃棄物の仕分け，切断作業を行う。なお，

仕分け及び切断作業を行う仕分け・切断作業エリア内の作業場は，放射性物質の散逸を

防止するため，周囲から区画し，作業中は当該区域を負圧に維持する等の汚染拡大防止

措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7． 放射性廃棄物の廃棄施設 

7.3 固体廃棄物処理系 

7.3.2 設計方針 

(7) 固体廃棄物作業建屋（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設）の仕分け・切断作業

エリアでは，不燃性雑固体廃棄物及び給水加熱器保管庫に貯蔵保管した第６給水加熱器

等の仕分け，切断及び圧縮を行う。また，機器・予備品エリアでは，資機材の保管を行う。

7.3.3 主要設備 

(4) 雑固体廃棄物の処理 

   雑固体廃棄物の処理を行う設備は，雑固体廃棄物焼却設備，減容装置，雑固体減容処

理設備（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設）及び圧縮減容装置である。 

   可燃性雑固体廃棄物は，ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか又は雑固体廃棄物焼却設

備で焼却し，焼却灰は不燃性雑固体廃棄物として処理する。雑固体廃棄物焼却設備の排

ガスは，セラミックフィルタ及び高性能粒子フィルタを通し（除染係数 10５以上）（１）廃

棄物処理建屋排気口（地上高約 50m）から放射性物質濃度を監視しつつ放出する。不燃

性雑固体廃棄物は，仕分けし，圧縮可能なものは圧縮減容し，必要に応じて雑固体減容

処理設備で溶融・焼却した後，ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか又は固型化材（モル

タル）を充填してドラム缶内に固型化し貯蔵保管する。雑固体減容処理設備の排ガスは

セラミックフィルタ及び高性能粒子フィルタを通し（除染係数 10７以上）（２）（３）排気筒か

ら放射性物質濃度を監視しつつ放出する。 

(7) 固体廃棄物作業建屋（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設）での不燃性雑固体廃

棄物の処理等 

   仕分け・切断作業エリアでは，不燃性雑固体廃棄物の仕分け，切断作業及び圧縮を行

う。なお，仕分け,切断及び圧縮作業を行う仕分け・切断作業エリア内の作業場は，放射

性物質の散逸を防止するため，周囲から区画し，作業中は当該区域を負圧に維持する等

の汚染拡大防止措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮減容装

置の導入に

伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮減容装
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第7.3－1表 固体廃棄物処理系主要仕様 

 (1)タンク類 

タンク名 基数 
容 量 

（m３／基） 
材 料 

濃縮廃液貯蔵タンク 3 約 90 炭素鋼 

使用済粉末樹脂貯蔵タンク 2 約 140 ステンレス鋼 

使用済樹脂貯蔵タンク 
1 約 130 ステンレス鋼 

2 約 250 ステンレス鋼 

クラッドスラリタンク 2 約 250 ステンレス鋼 

廃液スラッジ貯蔵タンク 2 約 160 炭素鋼 

床ドレンスラッジ貯蔵タンク 1 約 110 炭素鋼 

 (2) 減容固化設備 

    乾燥装置 

     型 式        たて置遠心薄膜式 

     基 数        1 

    造粒装置 

     型 式        2 軸形ロール式 

     基 数        1 

 (3) 減容固化体貯蔵室 

     構 造        鉄筋コンクリート造 

     面 積        約 250m２ 

     容 量        約 1,400m３ 

 (4) セメント混練固化装置（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設） 

     型 式        セメント固化式 

     基 数        1 

 (5) 減容装置 

     型 式        油圧式 

     基 数        1 

 (6) 雑固体廃棄物焼却設備（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設） 

     型 式        自燃式 

     基 数        1 

     容 量        約 3.14×10６kJ／h 

（約 750,000kcal／h） 

 (7) 雑固体減容処理設備（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設） 

第7.3－1表 固体廃棄物処理系主要仕様 

 (1) タンク類 

タンク名 基数 
容 量 

（m３／基） 
材 料 

濃縮廃液貯蔵タンク 3 約 90 炭素鋼 

使用済粉末樹脂貯蔵タンク 2 約 140 ステンレス鋼 

使用済樹脂貯蔵タンク 
1 約 130 ステンレス鋼 

2 約 250 ステンレス鋼 

クラッドスラリタンク 2 約 250 ステンレス鋼 

廃液スラッジ貯蔵タンク 2 約 160 炭素鋼 

床ドレンスラッジ貯蔵タンク 1 約 110 炭素鋼 

 (2) 減容固化設備 

    乾燥装置 

     型 式        たて置遠心薄膜式 

     基 数        1 

    造粒装置 

     型 式        2 軸形ロール式 

     基 数        1 

 (3) 減容固化体貯蔵室 

     構 造        鉄筋コンクリート造 

     面 積        約 250m２ 

     容 量        約 1,400m３ 

 (4) セメント混練固化装置（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設） 

     型 式        セメント固化式 

     基 数        1 

 (5) 減容装置 

     型 式        油圧式 

     基 数        1 

 (6) 雑固体廃棄物焼却設備（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設） 

     型 式        自燃式 

     基 数        1 

     容 量        約 3.14×10６kJ／h 

（約 750,000kcal／h） 

 (7) 雑固体減容処理設備（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設） 

     型 式        高周波誘導加熱・２次燃焼器・セラミック・高性能

変更なし 
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     型 式        高周波誘導加熱・２次燃焼器・セラミック・高性能

粒子フィルタ式 

     基 数        1 

     容 量        約 6,400 本 

（200L ドラム缶相当）／年 

（24 時間／日，約 200 日／年運転時） 

 (8) 固体廃棄物移送容器 

     基 数        1 

     容 量        約 3.4m３ 

 (9) サイトバンカプール 

     基 数        1 

     構 造        鉄筋コンクリート造ステンレス鋼ライニング 

     容 量        約 1,900m３ 

(10) 固体廃棄物貯蔵庫Ａ（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設） 

     位 置        発電所敷地内 

     構 造        鉄筋コンクリート造 

（地下 1 階，地上 1 階） 

     面 積        延 約 5,300m２ 

     貯 蔵 能 力        約 25,000 本（200L ドラム缶相当） 

(11) 固体廃棄物貯蔵庫Ｂ（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設） 

     位 置        発電所敷地内 

     構 造        鉄筋コンクリート造 

（地下 1 階,地上 2 階） 

     面 積        延 約 10,000m２ 

     貯 蔵 能 力        約 48,000 本（200L ドラム缶相当） 

(12) 給水加熱器保管庫 

     位 置        発電所敷地内 

     構 造        鉄筋コンクリート造（地上 1 階） 

     容 量        約 5,100m３（第６給水加熱器 3 基等） 

(13) 固体廃棄物作業建屋（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設） 

     位 置        発電所敷地内 

     構 造        鉄筋コンクリート造 

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）（地上 3 階） 

     面 積        固体廃棄物作業建屋の延面積  

約 6,200m２ 

（廃棄体搬出作業エリアの延面積  約 2,700m２） 

粒子フィルタ式 

     基 数        1 

     容 量        約 6,400 本 

（200L ドラム缶相当）／年 

（24 時間／日，約 200 日／年運転時） 

 (8) 固体廃棄物移送容器 

     基 数        1 

     容 量        約 3.4m３ 

 (9) サイトバンカプール 

     基 数        1 

     構 造        鉄筋コンクリート造ステンレス鋼ライニング 

     容 量        約 1,900m３ 

(10) 固体廃棄物貯蔵庫Ａ（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設） 

     位 置        発電所敷地内 

     構 造        鉄筋コンクリート造 

（地下 1 階，地上 1 階） 

     面 積        延 約 5,300m２ 

     貯 蔵 能 力        約 25,000 本（200L ドラム缶相当） 

(11) 固体廃棄物貯蔵庫Ｂ（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設） 

     位 置        発電所敷地内 

     構 造        鉄筋コンクリート造 

（地下 1 階,地上 2 階） 

     面 積        延 約 10,000m２ 

     貯 蔵 能 力        約 48,000 本（200L ドラム缶相当） 

(12) 給水加熱器保管庫 

     位 置        発電所敷地内 

     構 造        鉄筋コンクリート造（地上 1 階） 

     容 量        約 5,100m３（第６給水加熱器 3 基等） 

(13) 固体廃棄物作業建屋（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設） 

     位 置        発電所敷地内 

     構 造        鉄筋コンクリート造 

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）（地上 3 階）

     面 積        固体廃棄物作業建屋の延面積  

約 6,200m２ 

（廃棄体搬出作業エリアの延面積  約 2,700m２） 

（仕分け・切断作業エリアの面積 約 900m２） 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



注）下線は，変更箇所を示すものである。下線は，変更内容に含まない。       
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東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 前後比較表 

添付書類八 変更前 添付書類八 変更後 備考 

（仕分け・切断作業エリアの面積 約 900m２） 

（機器・予備品エリアの面積 約 1,400m２） 

     貯 蔵 能 力        廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄するための検査及び

搬出までの間，貯蔵保管する 200L ドラム缶約

3,000 本（廃棄体搬出作業エリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（機器・予備品エリアの面積 約 1,400m２） 

     貯 蔵 能 力        廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄するための検査及び

搬出までの間，貯蔵保管する 200L ドラム缶約

3,000 本（廃棄体搬出作業エリア） 

(14) 圧縮減容装置 

     型 式        油圧式 

     基 数        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮減容装

置の導入に

伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



注）下線は，変更箇所を示すものである。下線は，変更内容に含まない。       
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東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 前後比較表 

添付書類八 変更前 添付書類八 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

圧縮減容装

置の導入に

伴う変更（赤

囲い部，赤線

は変更内容

に含まない）

 

直接充填固

化処理を踏

まえた適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正

化 

 


